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令和 7 年度 橋本駅周辺整備に係る経済波及効果調査業務委託 仕様書 

 

１ 業務委託の名称 

令和７年度 橋本駅周辺整備に係る経済波及効果調査業務委託 

 

２ 業務目的 

本業務は、橋本駅周辺のまちづくりが地域経済に与える影響を定量的に把握し、今後のまちづ

くり施策の立案や市民等への周知に資する基礎資料を作成することを目的とする。 

 

３ 履行場所 

相模原市緑区橋本２丁目ほか 地内 

 

４ 履行期間 

契約締結日より令和８年１月２３日まで 

 

５ 業務内容 

(1) 事業内容の整理 

橋本駅周辺において予定されているまちづくりの概要（宅地別整備面積、整備費用、整備期間

等）の調査・整理を行う。 

開発内容（土地利用、建物用途、規模）については、「相模原市リニア駅周辺まちづくりガイドラ

イン」（2023 年 11 月）の「03 まちの将来像 ４．まちづくりの骨格」において示している 4 つのゾ

ーンにおける方針等を踏まえ４パターン程度を設定する。具体的には、各ゾーンで想定される土

地利用の組合せについて、実現可能性や収益性等を加味して検討を行い、本市との協議により

設定する。 

上記検討・整理に参考となる情報については、橋本駅周辺のまちづくりは、本市より資料の貸

与及び情報提供をするが、先行する開発等で参考となる類似事例情報の収集（５事例程度）及び

民間デベロッパーへのヒアリング調査（５回程度）は、詳細を本市と協議のうえ、受託者側にて実

施する。 

 

(2) 産業連関表分析の前提整理 

(1)で設定した各パターンについて、まちづくりにより生じる経済活動の変化を整理し、下記項

目等、産業連関表分析の前提条件を設定する。 

・産業分類別の最終需要（生産額）の増減 

・産業分類別の市内自給率 など 
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(3) 産業連関表を用いた経済波及効果等の試算 

本市の産業連関表（平成 27 年版）を用い、以下の試算を行う。試算にあたっては、(1)で示し

たパターンごと、及び、各パターンについてもゾーンごとの効果を算出する。なお、具体的な算定

項目に関しては、本市との協議により決定するものとする。また、産業連関表については本市より

受注者にデータを貸与する想定である。 

・経済波及効果（直接効果及び一次・二次間接効果）の試算 

※対象：建設効果、消費効果及び操業効果を想定推計 

・市税収入の推計 

※対象：法人市民税、個人市民税、固定資産税など 

 

(4) 打合せ協議 

受発注者間での業務進行管理のための打合せを 3 回実施する。 

 

(5) 報告書作成 

令和 7 年 10 月末（予定）に業務内容(3)の結果を整理した資料（スライド形式）を提出する。 

令和 7 年 12 月に、業務内容(1)から(3)の結果をとりまとめた報告書を提出する。 

 

6  提出書類 

(1) 受注者は、契約締結後速やかに次の書類を発注者に提出すること。 

ア 委託業務計画書 

イ 業務工程表 

ウ 技術者届（経歴書を含む。） 

(2) 受注者は、業務を完了したときは、業務完了届を発注者に提出すること。 

(3) 受注者は、業務着手前及び毎月末に履行状況報告書を発注者に提出すること。 

 

7  検査 

受注者は、本業務委託における成果品については、発注者の検査を受け、合格しなければなら

ない。 

(1) 検査において指摘を受けた箇所については、直ちに修正しなければならない。 

(2) 業務完了後において、契約の内容に適合しない内容が確認されたときは、直ちに修正を行

わなければならない。 

(3) 検査及び修正に要する費用は受注者の負担とする。 

 

8  疑義 

この仕様書について、疑義が生じたとき又は定めのない事項については、必要に応じて発注者

受注者が協議して定めるものとする。 
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

(個人情報の保護に関する法律等の遵守) 

第１条 「令和７年度 橋本駅周辺整備に係る経済波及効果調査業務委託」(以下「本委託

業務」という。)について、受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７

号。以下「法」という。)及び関係法令等に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事

項(以下「本特記事項」という。)を遵守しなければならない。 

 

(責任体制の整備) 

第２条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その

体制を維持しなければならない。 

 

(責任者等の報告) 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を定め、業務の着手

前に文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により発注者

に報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を変更する場合の手続を

定めなければならない。 

３ 受注者は、責任者を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得

なければならない。 

４ 受注者は、業務従事者を変更する場合は、事前に文書により発注者に報告しなければ

ならない。 

 

(作業場所の特定) 

第４条 受注者は、発注者と協議し、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を

定め、本委託業務の着手前に文書により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を

得なければならない。 

３ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び業務従事者

に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしな

ければならない。 

 

(監督、教育等の実施) 

第５条 受注者は、個人情報の取扱いに関する責任者及び業務従事者に対する適切な監

督を行うとともに、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、責任者及び

業務従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修

を責任者及び業務従事者全員に対して実施しなければならない。 
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２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を

確立しなければならない。 

 

(守秘義務) 

第６条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者

に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、退職した後も含め、

第１項の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用させないため必要か

つ適切な監督をしなければならない。また、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者

に対して、秘密保持に関して誓約する旨を文書により提出させ、文書によりこのことを発

注者に報告しなければならない。 

 

(再委託) 

第７条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 

２ 受注者は、本委託業務の全部又は一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、業

務の着手前に次に定める項目を明確にした上で、文書により再委託する旨を発注者に

申請し、その承認を得なければならない。 

（１）再委託先の名称 

（２）再委託する理由 

（３）再委託して処理する内容 

（４）再委託先において取り扱う情報 

（５）再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及

び監督の方法 

３ 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方

法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況の管理及び

監督をするとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適

宜報告しなければならない。 

６ 受注者は、次に定める事項を遵守するものとする。再委託先が委託された業務をさらに

第三者へ委託する場合のように委託が繰り返される場合においても同様とし、再委託の

契約書等にその趣旨を盛り込むものとする。(この場合においては、再委託など事業者の

つながりを「委託の系列」という。) 

（１）受注者は、受注者に関する特記事項に係る文書及び受注者が委託の系列を通じて取

得した特記事項に係る文書の写しを、発注者へ提出するものとする。 

（２）前号の文書を用いる場合だけでなく、文書を用いない場合においても、個人情報の取

扱いに関する承認、指定等、意思決定に関わる事項は、事前に委託の系列を通じ発

注者の承認、指定等を得るものとする。 
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（３）受注者が再委託する場合、第１号の「発注者」を「委託の系列を通じ相模原市」と、第    

１５条の「発注者」を「発注者及び相模原市」と、第１６条第３項の「発注者」を「相模原市」

とする。 

 

(派遣労働者等の利用時の措置) 

第８条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

 

(個人情報の管理) 

第９条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号

の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報

を保管すること。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さな

いこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等

以上の保護措置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情

報の複製又は複写をしないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバック

アップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

（７）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の

事故」という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（８）作業場所に、私用パソコン、私用外部電磁的記録媒体その他の私用物を持ち込んで、

個人情報を扱う作業を行わせないこと。 

（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられ

る業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（１０）個人情報を電子メールで送信しないこと。ただし、発注者が承認したときはこの限りで

はない。 

 

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止) 

第１０条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の

目的で利用してはならない。また、発注者の承認なく第三者へ提供してはならない。 

 

(受渡し) 

第１１条 受注者は、発注者との間の個人情報の受渡しに関しては、文書により発注者に対

して申請し、その承認を得なければならない。 
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２ 前項の場合において、受注者は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、

発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

 

(個人情報の返還又は消去等) 

第１２条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報につ

いて、発注者の指定した方法により、返還又は消去若しくは廃棄を実施しなければなら

ない。 

２ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に

消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予

定日を文書により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、こ

れに応じなければならない。 

４ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録

された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに

必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者

氏名及び消去又は廃棄の内容を記録し、文書により発注者に対して報告しなければなら

ない。 

 

(開示請求等) 

第１３条 個人情報に係る本人からの開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、

発注者が法及び相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年相模原市条

例第３２号)の規定に基づき対応するものとする。 

 

(定期報告及び緊急時報告) 

第１４条 受注者は、個人情報の取扱いの状況について定期に又は発注者の求めに応じて

文書により報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定め

なければならない。 

 

(監査及び実地検査) 

第１５条 発注者は、本契約及び本特記事項の遵守状況を確認するため、受注者に対して、

監査又は実地検査(以下「監査等」という。)を行うことができる。ただし、実地検査を行う

ことが難しい場合であって、受注者が当該実地検査の項目について調査した結果を発

注者に報告したときは、この限りでない。 

２ 受注者は、発注者が監査等を行う場合、当該監査等に協力しなければならない。 

３ 発注者は、監査等を行うときは、受注者に対し、あらかじめ通知するものとする。 

４ 発注者は、監査等の結果、個人情報の取扱いについて改善が必要であると認めるとき

は、受注者に対し、その改善を指示することができる。 

５ 受注者は、前項の規定による指示を受けたときは、その指示への対応について、発注者

が指定する期限までに報告しなければならない。 
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(事故時の対応) 

第１６条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、そ

の事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わ

る個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、発注者の指

示に従わなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者

との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施す

るために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応

じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

(契約解除) 

第１７条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本委託業務

の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者

に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

(損害賠償) 

第１８条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠

ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、

その損害を賠償しなければならない。 

２ 受注者は、第三者に本委託業務の実施に起因する損害を与えた場合は、その損害を自

らの責任において賠償するものとする。 

 

 

附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２８年１月４日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

相 模 原 市 環 境 方 針  

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然が共

生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、事務事業の

実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進します。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施に伴う

環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー等利

用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減量化・資

源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 

1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのでき

る自然と調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ

継承していくことを目的として行うものとする。 

2  環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適

正な管理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社

会を構築することを目的として行うものとする。 

3  環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 

4  地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的

な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進

するものとする。 



 

環 境 配 慮 に 関 す る 特 記 事 項 

 

  

 (関連法令の遵守) 

第 1 条「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エ

ネルギー・廃棄物の削減に取り組むとともに、環境関連法令の規則等を遵守す

ること。 

 (再生紙の使用) 

第２条 発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用

すること。 

 (アイドリングストップの実施) 

第３条 業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹

底し、他者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施

を周知するように努めること。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



相模原市暴力団排除条例に基づく契約事務からの暴力団排除について 

 
平成２４年１月１日より相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号。以下「条例」

という。）が施行されたことに伴い、次のとおり契約条件を定めます。 

なお、対象となる契約は平成２４年１月１日以降に契約するものです。 

 

（暴力団排除に係る落札決定の取り消し） 

１ 落札決定後、契約締結までの間に、当該落札決定の通知を受けた者（以下「落札者」という。）

が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該落札決定を取り消し、この契約を締結しないこと

とする。この場合において、取り消しにより落札者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の

責めを負わないものとする。 

（１）落札者が個人である場合には、その者が、条例第２条第４号に規定する暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場合

には、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（２）落札者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県条例」とい

う。）第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

（３）落札者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

（４）落札者が条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は

落札者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、暴

力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

２ 発注者は、契約後、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償

の責めを負わないものとする。 

（１）受注者が個人である場合には、その者が、暴力団員等と認められるとき、又は法人等（法人

又は団体をいう。）である場合には、暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（２）受注者が、県条例第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

（３）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

（４）受注者が条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は

受注者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、暴

力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

３ ２の規定により発注者がこの契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ ２の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金をもって３の違約金に充当することができる。 

 



（暴力団等からの不当介入の排除） 

５ 受注者は、契約後、この契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団（以下「暴力

団」という。）又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに

所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

６ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注

者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

７ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ち

に発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

８ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と

履行期限に関する協議を行わなければならない。 



相模原市ウィークリースタンス特記仕様書 

 

(目的) 

第１条 労働時間の上限規制やワークライフバランスの推進などの働き方改革を踏まえ、

公共工事及び公共工事に係る委託業務を円滑かつ効率的に進めるために、一週間にお

ける受発注者間相互のルールやスタンスなどを目標として定め、計画的に履行するこ

とにより労働環境の改善を行い、工事目的物及び成果品の品質確保・向上及び担い手の

育成・確保を図る。 

(取組の内容) 

第２条 発注者は、以下の項目を例として受注者と取り組む内容を確認及び調整の上、設

定する。 

（１）月曜日（休日明け）を依頼の期限日としない 

（２）水曜日は定時の帰宅に心掛ける 

（３）土・日曜日に休暇が取れるよう金曜日には依頼しない 

（４）昼休みや午後５時以降の打合せをしない 

（５）定時間際、定時後の依頼、打合せをしない 

（６）１６時以降の現地立会は行わない 

（７）作業内容に見合った作業期間を確保する 

（８）その他、任意に設定する 

(運用方法) 

第３条 発注者は契約後の初回打合せ時に、前条各号の内容について受注者と取り組む

内容を確認し設定する。 

２ 受注者は前項の規定により設定した内容を施工計画書又は業務計画書に記載する。 

 

附 則 

この仕様書は、令和６年７月１日から施行する。 


